
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成１９年８月１７日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

映画フィルム用映写機 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、映画館で使用される３５㎜フィルム用の映写機である。 

  

○構造、仕様、意匠 

 金属製の外郭を有し、フィルムリール回転用電動機、変圧器、レンズ等から構

成され、光源には、キセノンランプが用いられる。 

 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、３Ａ（光源を除く。） 

光源：２～２.７ｋＷ 

 

○主な使用者、販売先 

映画館 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、映写機であるが、「スライド映写機」、「オーバーヘッド映写機」の

いずれにも該当しないことから、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。 

 


